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第７回 熊本県議会 地域対策特別委員会会議記録 

 

令和２年６月16日(火曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時57分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

(1) 地方創生に資する産業人材確保に関す 

る件 

(2)行政サービスの維持向上に関する件 

(3)付託調査事件の閉会中の継続審査 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(16人) 

        委 員 長 早 田 順 一 

        副委員長 緒 方 勇 二 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 髙 木 健 次 

        委  員  田 大 造 

        委  員 橋 口 海 平 

        委  員 河 津 修 司 

        委  員 岩 本 浩 治 

        委  員 岩 田 智 子 

        委  員 末 松 直 洋 

        委  員 吉 田 孝 平 

        委  員 池 永 幸 生 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

  総務部 

         部 長 山 本 倫 彦 

         理事兼 

    市町村・税務局長 宮 本   正 

       市町村課長 清 田 克 弘 

        人事課長 城 内 智 昭 

消防保安課長 橋 本 誠 也 

 企画振興部 

       政策審議監 野 尾 晴一朗 

        企画課長 阪 本 清 貴 

      情報政策課長 椎 場 泰 三 

 知事公室 

   危機管理防災課長 柴 田 英 伸 

 健康福祉部 

      首席審議員兼 

    健康福祉政策課長 下 山   薫 

      首席審議員兼 

      医療政策課長 三 牧 芳 浩 

 環境生活部 

       環境政策課 

政策調整審議員 浦 田 武 史 

 商工観光労働部 

      商工政策課長 梅  川 日出樹   

      首席審議員兼 

労働雇用創生課長 岡 村 郷 司 

観光物産課長 脇   俊 也 

 農林水産部 

      首席審議員兼 

農林水産政策課長 渡 邉 泰 浩 

  農地・担い手支援課長 楮 本 亮 治 

 土木部 

監理課長 木 山 晋 介 

 教育委員会 

      高校教育課長 岩 本 修 一 

   ――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 松 本 浩 明 

     政務調査課主幹 近 藤 隆 志 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○早田順一委員長 少々早いようですが、全
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員おそろいのようですので、ただいまから第

７回地域対策特別委員会を開催いたします。 

 今年度最初の委員会開催に当たり、一言御

挨拶を申し上げます。 

 皆さん、おはようございます。 

 本委員会には、地方創生に資する産業人材

確保に関する件、行政サービスの維持向上に

関する件の２件が調査事件として付託されて

おります。 

 本委員会は、昨年度に設置をされ、今年度

も引き続き審議していくこととなりました

が、いずれの課題も、人口減少に起因し、重

要かつ関係する分野も多岐にわたるテーマで

あります。 

 さらには、新型コロナウイルスの感染の拡

大により、私たちの生活や経済活動に多大な

変化を及ぼしており、先が見通せないような

状況でございます。 

 そういった中、地方が疲弊することなく、

しっかりとこの委員会で議論ができればとい

うふうに思っておりますので、執行部の皆さ

んと建設的に意見を交換しながら、しっかり

と取り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。 

 委員の先生方をはじめ執行部の皆様の御協

力を頂き、緒方副委員長とともに、本委員会

の円滑な運営に努めてまいりたいと考えてお

りますので、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。お世話になります。 

 次に、副委員長からも、一言御挨拶をお願

いしたいと思います。 

 

○緒方勇二副委員長 皆さん、改めましてお

はようございます。副委員長の緒方でござい

ます。 

 今委員長のほうからも御挨拶ございました

が、本委員会における２件の付託事件は、ウ

ィズコロナを考えますとき、大変重要なテー

マだというふうに認識しております。 

 この１年、円滑な委員会運営が行われます

よう、委員長をしっかり補佐し、精いっぱい

努めてまいりたいと思います。 

 委員各位並びに執行部の皆様方に協力のほ

どよろしくお願い申し上げまして、御挨拶と

させていただきます。どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

 

○早田順一委員長 執行部の紹介につきまし

ては、お手元の関係部課職員名簿に代えさせ

ていただきます。 

 なお、本日の委員会出席者は、説明資料に

関係する職員のみとしておりますので、お手

元の配席表により御確認いただきたいと思い

ます。 

 次に、執行部を代表し、山本総務部長から

挨拶をお願いします。 

 

○山本総務部長 おはようございます。執行

部を代表いたしまして、一言御挨拶をさせて

いただきます。 

 先ほど、委員長、副委員長からもございま

したように、本委員会、昨年度から非常に幅

広いテーマで御議論いただいております。 

 本日から御用意させていただく資料も、昨

年度の御議論を踏まえたもの、また、新型コ

ロナウイルスということもありますので、幅

広いということで、そういった影響も大きく

出てまいります。 

 昨年度の議論、それから新型コロナウイル

ス、こういったものも踏まえた資料を本日説

明させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 また、本日は、企画課長、それから市町村

課長から資料の説明をさせていただきます。

資料50ページ、大部にわたりますし、また、

幅広いということで、様々な課にまたがるも

のもございます。 

 説明のほうは、臨機応変、簡潔にさせてい

ただいて、質疑、また御審議の中で補足の説

明をさせていただくという形で、できるだけ
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審議の時間を多く取らせていただければとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 今年度１年間、引き続き御議論いただけれ

ばと思いますので、御指導よろしくお願いい

たします。 

 

○早田順一委員長 それでは、お手元に配付

の委員会次第に従い、付託調査事件を審議さ

せていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 議題（1）地方創生に資する産業人材確保

に関する件、議題（2）行政サービスの維持

向上に関する件について、一括して執行部か

ら説明を受け、その後質疑を受けたいと思い

ます。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては、

簡潔にお願いいたします。 

 また、説明者は、着座にて説明をお願いし

ます。 

 では、執行部から説明をお願いします。 

 阪本企画課長。 

 

○阪本企画課長 それでは、企画課でござい

ます。 

 説明資料の１ページをお願いいたします。 

 付託案件、地方創生に資する産業人材確保

について説明いたします。 

 本件につきましては、昨年度、業種別、施

策別の切り口から、これまでの取組と成果、

今後の取組の方向性等について御審議いただ

き、主に下段にありますような御意見を頂戴

したところでございます。 

 当初の予定では、今回の特別委員会におい

て、これらの御意見を踏まえて、次期基本方

針に沿った施策について御審議いただく予定

でございましたけれども、新型コロナウイル

スの影響により、本県の経済は大きな打撃を

受け、雇用環境も大きく変化し、先が見通せ

ない状況が続くことが予想されております。 

 こうした状況を踏まえまして、大変恐縮で

はございますが、今回は、資料の２ページに

ありますとおり、新型コロナウイルスの経

済、雇用への影響、現時点での国や県の対応

の概要等について説明させていただきます。 

 それでは、３ページをお願いいたします。 

 まず、新型コロナウイルスの経済への影響

の概況でございます。 

 今年５月の内閣府月例経済報告の基調判断

では、「景気は、新型コロナウイルス感染症

の影響により、急速な悪化が続いており、極

めて厳しい状況にある」、先行きについても、

「当面、極めて厳しい状況が続く」とされて

います。 

 また、６月の日銀熊本支店の金融経済概観

におきましても、県内の景気は、「当面、厳

しい状態が続く」とされています。 

 雇用に関しましては、今年４月の県内有効

求人倍率は1.32倍と、４カ月連続の減少とな

ってございます。 

 また、新型コロナウイルス関連の解雇、雇

止人数は、６月５日時点におきまして、全国

で約２万人、本県で258人となっています。

前の週から１週間で、本県では、ほぼ倍増し

ており、非常に厳しい状況となっておりま

す。 

 おめくりいただき、４ページをお願いいた

します。 

 ここからは、分野別の影響をグラフ等で御

説明いたします。 

 まず、小売業の状況として、百貨店、スー

パーの販売額に関するグラフを上げておりま

す。これは、月ごとの販売額の対前年同月比

を示したものでございます。 

 本県では、熊本地震が発生しました2016年

４月で、対前年同月比33.2％、約50億円の減

となりました。今回の新型コロナウイルスで

も、来客数の減少や外出自粛の影響を受け、

今年４月の販売額は、対前年同月比31.2％、
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約30億円の減となっており、熊本地震時に迫

る落ち込みとなっております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ここでは、製造業の生産活動を表す指標と

して、鉱工業生産指数の推移をお示ししてお

ります。 

 鉱工業生産指数は、製造業の生産活動を表

す指標で、基準年の2015年を100とする指数

となります。 

 左側の2008年９月のリーマン・ショック

後、製造業の生産活動は一時落ち込みました

が、その後徐々に回復しております。 

 本県では、熊本地震後に一時生産活動が落

ち込みましたが、その後の復興需要等によ

り、2016年後半には、リーマン・ショック直

前の水準まで回復し、さらに堅調なグローバ

ル需要も相まりまして、生産活動は高い水準

となっておりました。しかし、最近では、昨

年９月から低下傾向となり、今年３月の指数

は109.4で、前月比3.7％の減となっておりま

す。 

 おめくりいただき、６ページをお願いいた

します。 

 次に、宿泊業の状況として、このグラフ

は、延べ宿泊客数の推移を表したものでござ

います。 

 今年３月の本県の延べ宿泊客数は、35万

4,000人となりまして、熊本地震発生直後の

水準を下回り、リーマン・ショック後の2009

年頃の水準まで減少しております。 

 現時点では、今年３月のデータまでしか公

表されておりませんが、緊急事態宣言の発出

に伴う外出自粛等の影響で、４月以降も厳し

い状況が予想されるところでございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 続いて、外国人入国者数の推移でございま

す。 

 全国の今年４月の外国人入国者数は、一部

海外からの外国人の入国制限が取られた影響

で5,312人と、前年同月から99％超の減少と

なっております。 

 本県の４月の入国者数は、熊本空港の国際

線全便運休の影響で０人となっております。

熊本地震後に国際線が一時全便運休となりま

した2016年５月以来の状況でございます。 

 おめくりいただき、８ページをお願いいた

します。 

 本県の企業倒産件数の推移をお示ししてお

ります。 

 まず、2008年９月のリーマン・ショック前

後を見てみますと、企業の倒産件数が増加し

ておりまして、2008年12月には23件の倒産が

発生しております。 

 ここ数年は、少ない状況となっておりまし

たけれども、今年４月の本県の企業倒産件数

は、全体で12件となり、熊本地震後最多とな

っております。５月は、全体で４件となって

おりますが、先行きは不透明な状況と言えま

す。 

 続きまして、９ページをお願いいたしま

す。 

 分野別の動向としまして、県の独自調査等

の結果をまとめたものでございます。 

 まず、農林水産業について、県内の関係団

体に聞き取りをした結果でございますが、各

種イベントの中止や外食需要、インバウンド

の減少等に伴う需要減少の影響とともに、農

業技能実習生等の出入国規制等の影響による

働き手不足が懸念されます。そうした中で、

影響額は、今年１月から４月の４か月間で39

億2,000万円に上っております。 

 次に、製造業でございますが、工業連合会

の調査によりますと、回答した会員企業の79

％が影響を受けているとされ、最近１か月と

今後２か月を含む３か月の売上高が前年同期

より減少するとの回答も約７割に上っており

ます。先の見通しが大変厳しい状況となって

いることがうかがえます。 

 続いて、旅行・宿泊業でございますが、県

内主要39宿泊施設を対象に調査したところ、
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今年３月から６月の状況について、宿泊客数

は、前年比約85％減、経済損失は、推計で

514億円超となっております。 

 なお、欄外に参考として外国人技能実習生

の影響を記載しております。 

 県内に事業所を有する監理団体45団体を対

象に調査したところ、入国制限による入国の

遅れが、５月までで221人、６月以降の見込

みが496人、また、実習生の休業措置を行っ

た事業者は42事業者、さらに技能実習の中止

も２事業者で10名となっております。 

 なお、この10名につきましては、他の事業

者に転籍して実習を継続されております。 

 おめくりいただき、10ページをお願いいた

します。 

 有効求人倍率でございます。 

 有効求人倍率は、リーマン・ショック後に

大幅に下落しまして、2009年５月の県内の倍

率は0.35となっており、リーマン・ショック

以前の水準に回復するまでに約３年を要しま

した。その後、右肩上がりの状況が続き、最

近では、冒頭言いましたように、1.6倍程度

で推移し、今年４月には1.32倍となり、４か

月連続で低下しております。 

 11ページをお願いいたします。 

 産業別の新規求人状況の推移でございま

す。 

 今年４月の新規求人数は、資料に抜粋しま

した７つの産業全てで前月から減少しており

ます。 

 医療、福祉の新規求人数は、ここ10年余り

で大幅に増加しており、今年４月の求人数は

減少したものの、いまだ高い水準と言えま

す。 

 冒頭で御説明しましたとおり、本県でも解

雇もしくは雇い止めが増加している状況であ

り、５月以降の有効求人倍率、新規求人状況

についても、業界によってはさらに厳しい結

果となることも考えられます。 

 以上のとおり、新型コロナウイルスによ

り、本県の経済は大きな影響を受け、雇用環

境も、業種によっては、これまでの人手不足

に対する人材確保の局面から、雇用の維持継

続という新たな課題に直面していることも考

えられます。 

 おめくりいただきまして、12ページをお願

いいたします。 

 こちらは、感染症の拡大防止や県民生活、

県経済の影響の最小化に向け、県から国に対

して行った直近の要望の概要でございます。 

 １の地方財政関係で、地方創生臨時交付金

や包括支援交付金の大幅な増額といった財政

支援に加えまして、３の経済関係で、雇用維

持のための雇用調整助成金の制度運用の拡大

等について要望しております。 

 また、５の雇用関係では、高校生や大学生

などの就職活動の支援や雇用の受け皿の確保

等についても要望してきたところでございま

す。 

 13ページをお願いいたします。 

 こちらは、国の令和２年度１次補正予算の

概要でございます。 

 １の１ポツ目の緊急包括支援交付金1,490

億円、ポツの５点目でございます地方創生臨

時交付金１兆円、２の３ポツ目、持続化給付

金2.3兆円、３のGoToキャンペーン事業約1.7

兆円など、合計で25.5兆円が計上されており

ます。 

 おめくりいただき、14ページをお願いいた

します。 

 こちらは、国の令和２年度２次補正予算の

概要でございます。 

 本県が要望しておりました雇用調整助成金

の拡充や家賃支援給付金の創設、交付金の拡

充等も盛り込まれております。 

 具体的には、まず、雇用調整助成金につい

て、日額上限額が１万5,000円引き上げら

れ、特例措置の適用期間も９月末まで延長さ

れております。 

 ３の家賃支援給付金として、テナント事業
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者に対して、家賃の３分の２を半年分給付す

るため、約２兆円等が計上されております。 

 ４の１ポツ目の包括支援交付金は、約2.2

兆円の増額、さらに５の１ポツ目でございま

すが、地方創生臨時交付金が２兆円上乗せさ

れるなど、合計で31.8兆円が計上されており

ます。 

 続いて、15ページをお願いいたします。 

 15ページから23ページまでは、本県の新型

コロナウイルス対応のうち、経済・雇用関係

の事業を掲載しておりますが、時間も限られ

ておりますので、雇用関係の事業を中心に説

明させていただきます。 

 まず、15ページの入院受入医療機関に対す

る支援でございます。 

 １つ目の新型コロナウイルス感染症医療機

関緊急包括支援事業は、過酷な勤務環境に置

かれている医療従事者の支援等に積極的に対

応いただくため、入院患者を受入れ、かつ医

療従事者の給与を１日当たり１人3,000円以

上増額した医療機関に対しまして、入院患者

１人当たり最大30万円の協力金を交付するも

のでございます。 

 おめくりいただき、16ページをお願いいた

します。 

 こちらは、上下段とも資金繰り関係でござ

います。中小企業向け、そして農林漁業者向

けの支援制度でございます。 

 中小企業向けでは、融資実績が1,500億円

を超えているという状況を踏まえまして、こ

の６月補正で、融資枠を1,800億円から3,000

億円に拡大をお願いしているところでござい

ます。 

 次に、18ページをお願いいたします。 

 上段は、中小企業等に対する経営相談体制

の強化でございます。 

 この事業は、国の雇用調整助成金等に関す

る相談に対応するため、中小企業等に対し

て、アドバイザーの派遣や専門家の活用によ

る経営相談体制の強化を図るものでございま

す。 

 下段は、休業要請協力金と国の持続化給付

金の対象とならない中小企業等に対する事業

継続支援金でございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 下段の労働相談体制の強化でございます

が、解雇、雇い止め、学生の内定取消し、採

用縮小などの労働雇用問題に関する相談の増

加に対応するため、しごと相談・支援センタ

ー及びジョブカフェくまもとの相談体制の強

化を図るものでございます。 

 おめくりいただき、20ページをお願いいた

します。 

 一番下段ですが、テレワーク推進体制の強

化でございます。 

 これは、県内企業のテレワーク導入促進の

ため、テレワーク関連企業や民間団体と連携

し、専門アドバイザーの派遣やＩＣＴ環境整

備の相談対応等を行うものでございます。 

 次に、少し飛びまして、23ページをお願い

いたします。 

 地域観光再生強化事業でございます。 

 当事業は、深刻な影響を受ける観光産業に

ついて、新型コロナウイルスの終息を見据え

た準備として、感染防止対策の強化や地域資

源の磨き上げ、コンテンツ造成等を推進する

ものでございます。 

 具体的には、一番下に阿蘇観光未来創造事

業というのがございますが、こちらは顔認証

技術を使った非接触対応システムのモデル導

入等を実施するものでございます。 

 現時点の県の対応事業については、以上で

ございます。 

 今後、国の経済対策予算等を最大限活用し

ながら、迅速に対応してまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、おめくりいただき、24ページ

をお願いいたします。 

 ここからは、業種別の産業人材確保に関す

る取組の状況につきまして、昨年度２月定例
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会の資料を時点修正し、新型コロナウイルス

に関連した取組を朱書きで追記したものにな

ります。 

 コロナ関係を抜粋して説明いたします。 

 まず、農業分野でございます。 

 現状と課題につきましては、先ほど県調査

の結果でもお示ししましたとおり、農業技能

実習生等の出入国規制等の影響に対応した農

業労働力の確保等が必要となってございま

す。 

 このため、右側の今後の方向性でございま

すが、あらゆる多様な人財の確保、スマート

技術導入による省力化、外国人技能実習生等

の確保と将来にわたる農業人材の育成が上げ

られます。 

 なお、ここに書いておりますが、新型コロ

ナの影響で帰国が困難な技能実習生につきま

しては、従前と同一の業務で就労を希望され

る場合には、特例措置として、６か月の就労

可能な特定活動への在留資格変更が許可され

ております。同制度についても周知しなが

ら、外国人実習生の雇用継続を含めた農業人

材の確保に努めてまいります。 

 こうしたことから、６月補正予算で多様な

人材による援農・就農支援事業を新たに計上

しております。 

 国の直採事業も積極的に活用しながら、本

県農林水産業の速やかな回復に努めてまいり

たいと考えております。 

 次に、飛びまして、28ページをお願いいた

します。 

 商工業のうち製造業の状況でございます。 

 現状と課題の中段になりますが、新型コロ

ナウイルスの影響で、自動車産業において

は、生産量が激減しており、一部雇用調整が

行われている状況でございます。 

 食品産業につきましては、飲食店や土産品

向けの需要減により、一部雇い止めがあった

一方で、巣籠もり需要により好況の企業もあ

るようでございます。 

 しかしながら、いずれの業種においても、

人口減少により長期的には人手不足の課題が

継続するものと思われます。 

 今後の状況について注視しながら、将来的

な人手不足の課題に対して、人材確保、育成

対策やＩＣＴ、ＩoＴ、ＡＩ活用による生産

性向上などに取り組んでまいります。 

 次に、32ページをお願いいたします。 

 医師、看護師の状況でございます。 

 現状としましては、過酷な勤務環境に置か

れている医療従事者の離職による人手不足が

懸念されております。 

 そのため、右側の取組の方向性でございま

すが、今後は、医療従事者の離職防止のた

め、給与の増額や環境の整備など、医療機関

による医療従事者への支援等に向けた取組を

推進していく必要があると考えております。 

 こうしたことから、今年度主要事業の欄で

ございますが、先ほど御説明しました医療機

関緊急包括支援事業を計上しておりまして、

こうした事業による支援を行ってまいりたい

と考えております。 

 以上、県では、県内産業の将来にわたる持

続的な発展のため、新型コロナウイルス感染

症への対応に迅速に取り組むとともに、将来

的な地方創生を担う人材確保の取組について

も、本特別委員会の御意見を伺いながら、今

後さらに進化させてまいりたいと考えており

ます。 

 企画課の説明は以上でございます。 

 

○清田市町村課長 市町村課でございます。 

 続きまして、付託案件、行政サービスの維

持向上について御説明させていただきます。 

 資料は、35ページをお願いいたします。 

 １、令和元年度における議論の整理・確認

です。 

 35ページから37ページまでは、本年２月の

当委員会で御報告させていただいた内容とほ

ぼ同じ内容になります。 
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 まず、国における検討です。 

 国においては、「自治体戦略2040構想研究

会」ですとか、第32次地方制度調査会におい

て、人口減少下における行政サービスの維持

向上に関して研究や議論が進められ、地方制

度調査会では、今年夏頃に最終的な答申が予

定されています。 

 なお、答申の案が、地方制度調査会小委員

会で示されておりますので、後ほど御紹介い

たします。 

 次に、市町村アンケートの概要です。 

 本県が実施したアンケートでは、全ての市

町村が人口減少、少子高齢化社会の到来に危

機感を有していることを把握し、また、各分

野に共通する課題として、職員不足・財源不

足、民間・地域の人材不足と回答があってい

ます。 

 36ページをお願いいたします。 

 昨年度の当委員会では、国の動きや市町村

の意見なども踏まえながら、地域の課題や問

題点、今後の方向性等について御議論いただ

き、（1）から次のページの（4）まで４つの

項目について、点線で囲っているような取組

の方向性に整理させていただいたところで

す。 

 順番に簡単に申し上げます。 

 （1）地域のニーズの把握では、地域ごと

の課題について丁寧に把握すること、（2）県

と市町村の協力・連携では、広域連携の取組

の支援や広域本部及び地域振興局の役割体

制、県から市町村への権限移譲について検討

すること。 

 37ページをお願いいたします。 

 （3）職員不足・財源不足への対応では、

県による事業受託や職員派遣などによる支

援、就職氷河期世代の採用に係る情報提供等

を行うこと。 

 （4）情報化の推進等では、県におけるＲ

ＰＡ等の情報化の取組の継続や市町村への展

開の検討、行政サービスの共同化、情報イン

フラの維持更新に関する国への要望を実施す

ること。 

 こういった取組の方向性について整理し、

御説明させていただきました。 

 38ページをお願いいたします。 

 こちらからは、昨年度の特別委員会以降、

新たな国の動きを御報告いたします。 

 先ほど少し触れました、この夏に予定され

ている地方制度調査会の答申の案が、調査会

の小委員会で示されていますので、そのポイ

ントのみ御紹介いたします。 

 答申案では、第１、基本的な認識として、

デジタル社会の基盤となるサービスの提供、

組織や地域の枠を超えた連携、地方議会への

多様な層の住民参画を掲げ、第２、地方行政

のデジタル化、次のページの第３、公共私の

連携、第４、地方公共団体の広域連携、第

５、地方議会の項目で、それぞれの基本的な

考え方や対応策が示されております。 

 なお、答申案の中には、地方制度調査会へ

諮問されていた圏域における地方公共団体の

協力関係に関する記述はございません。 

 次の41ページをお願いいたします。 

 ３、行政サービスの維持向上の取組です。 

 こちらからは、昨年度のこの特別委員会で

の議論から整理いたしました取組の方向性の

中で、現状等について御説明させていただ

き、今後の御議論の材料にしていただければ

と考えております。 

 まず、昨年度整理いたしました（1）地域

のニーズ把握についてですが、取組の方向性

として、市町村アンケートの検討結果を踏ま

え、地域ごとの課題について、引き続き丁寧

に地域のニーズを把握していくこととしてお

ります。 

 市町村アンケートにつきましては、昨年度

の特別委員会においても、右下の囲みにも記

載していますように、分野別、地域別の課題

を説明させていただいたところです。 

 アンケートの回答では、行政サービスのあ
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り方を見直す必要があるという意見が多数あ

り、中でもインフラの維持等が困難になるな

どといった課題認識が多数ありました。 

 また、これら課題に対し、県に期待する役

割として、広域連携に係る調整・推進役など

の回答があっています。 

 県としましては、今後も、このアンケート

をベースに、今後の具体的な取組にも記載し

ておりますように、市町村の意向を尊重し、

行政サービスの維持向上に取り組んでまいり

ます。 

 42ページをお願いいたします。 

 次に、昨年度整理いたしました県と市町村

の協力・連携についてですが、取組の方向性

の一つとして挙げられている、地域によって

抱える課題が異なることを踏まえ、県と市町

村あるいは市町村間の広域連携の取組や民間

との連携を支援していくということに関連し

て、現在の県内における広域連携について御

説明いたします。 

 まず、①広域連携の仕組みと運用ですが、

県内でも、地方自治法によって定められたも

ののうち、資料に御紹介しておりますよう

に、広域連合、一部事務組合、機関等の共同

設置、事務の委託、連携協約などによって事

務が処理されています。 

 次の43ページをお願いいたします。 

 ②以降は、県内における広域連携の状況で

す。 

 まず、消防・救急になります。 

 消防・救急につきましては、郡市単位を基

本に広域的な事務が行われており、特に消防

につきましては、さらなる広域化の動きがあ

りますので、詳しく説明させていただきま

す。 

 次の44ページをお願いいたします。 

 消防の広域化につきましては、国の方針を

踏まえ、本県においても、平成20年に広域化

推進計画を策定して取り組まれました。 

 今後につきましては、昨年度策定いたしま

した熊本県消防力強化推進計画に基づき、広

域化による県下一消防本部体制の構築及び連

携・協力による消防指令の全県一区での共同

運用を柱として、消防力の充実強化を目指す

こととしております。 

 次の45ページをお願いいたします。 

 次に、③ごみ処理における広域連携の状況

です。 

 ごみ処理につきましても、消防・救急と同

様に、郡市単位を基本に広域的な事務が行わ

れております。 

 次の46ページのほうで、ごみ処理につきま

しても、上益城地域で新たな広域化の動きが

ありますので、御紹介させていただきます。 

 これは、現在、一部事務組合や町直営によ

り運営されている上益城管内のごみ処理やし

尿処理の業務を、施設の更新時期が迫ってい

ることなどから、ごみ処理、し尿処理、最終

処分の３つの施設を同じ場所にそれぞれ１つ

に集約する方向で、令和12年度の稼働開始を

目指しておられるものです。 

 47ページをお願いいたします。 

 47ページにつきましては、火葬場の状況、

その次の48ページにつきましては、⑤し尿処

理などの広域連携の状況を御紹介しておりま

す。 

 次に、49ページをお願いいたします。 

 ⑥広域連携の例として、連携中枢都市圏及

び定住自立圏の状況です。 

 ナンバーの１番のところ、熊本連携中枢都

市圏では、熊本市と周辺市町村で構成され、

生活関連機能サービスの向上などについて協

約が締結されています。 

 また、定住自立圏では、県内７つの地域

で、圏域マネジメント能力の強化などといっ

た内容の協定が各市町村間で締結され、取組

が実施されております。 

 50ページ以降につきましては、連携中枢都

市圏と定住自立圏の制度概要について、総務

省の資料を添付させていただいているところ
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です。 

 なお、広域連携以外の取組として、県と市

町村の協力・連携、あるいは職員不足・財源

不足への対応、情報化の推進につきまして

は、次回以降の特別委員会で情報提供をさせ

ていただき、御議論の材料にしていただけれ

ばと考えております。 

 以上で市町村課の説明を終わります。 

 

○早田順一委員長 以上で執行部からの説明

が終わりましたので、質疑に入ります。 

 まず、地方創生に資する産業人材確保に関

する件について質疑はございませんか。 

 

○松田三郎委員 いろいろ、私も、去年もこ

の委員会におりましたので、ちょっと忘れか

けてた部分もあって、おさらいを含めて、よ

くまとめて、しかも、コロナの関係も、ある

程度資料が肥大化するのもしようがないかな

と思いながら聞いておりました。 

 総務部長にちょっとお尋ねですけれども、

資料で言いますと、幾つか出てまいりました

地方創生臨時交付金、これについて、１次補

正で１兆円、その中で、たしか報道では、

3,000億円ぐらいを一応取っといてじゃあり

ませんけれども、7,000億をざっくり言う

と、都道府県に半分、市町村に半分ぐらいと

いうことで、本県には、たしか65億が交付さ

れたと。 

 その後、例えば、わかる範囲で結構でござ

いますけれども、その3,000億というのは、

国のほうで、どういう執行のされ方をされた

のか、されつつあるのかというのが、わかる

範囲で、まず１点目ですが、お尋ねしたいと

思います。 

 

○山本総務部長 今松田委員からの御質問

で、１兆円の交付金についての内訳の話でご

ざいます。 

 すみません、ちょっと今手元に正確な数字

の資料がございませんけれども、１兆円あっ

たうちの2,000億強につきましては、国庫補

助、今回の１次補正でついた国庫補助です

ね。例えば、厚労省の関係とか経産省の関

係、その国庫補助のいわゆる裏負担に充てる

ものとして、本県で言うところの65億円の外

枠として配られます。なので、どれだけ国庫

補助を取れたかによって、自動的に計算され

て配られるというのが2,000億強ございま

す。残りの7,800ぐらいだったと思いますけ

れども、7,800については、市町村分、県分

が半々です。ただ、この7,800のうちの300億

が２次交付分ということになっていたかと思

います。なので、7,500の半分ずつが県分、

市町村分と配られて、そのうち本県に来たの

が65億余ということになります。なので、執

行が決まっていないという意味では、その

7,800の内訳の300、すみません、もし数字が

間違ってたらあれですけれども、ほぼその数

字だと。それはまだ決まっておりません。な

ので、今後国がどのように手当てしていくか

というのは、まだ情報収集をしているところ

でございます。 

 併せまして、２次補正が先週金曜日に成立

しました。この中で、この地方創生の交付金

に関しては２兆円ということで言われてござ

います。２兆円については、大きく今国から

示されているのは、半分の１兆円は、いわゆ

る経済対策的なものですね。事業者がどうこ

うと。もう一つは、今までの１兆円の交付金

と同じように医療提供体制とか感染症対策の

ものに充てるということで、１兆円、１兆円

で、それぞれ交付基準が異なるということは

アナウンスがあっております。ただ、具体的

な交付基準ですとか、あるいは本県に幾らぐ

らい来るという情報は、実はまだございませ

んで、これも積極的に情報収集に努めている

ところでございます。 

 以上です。 
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○松田三郎委員 ２兆円は、次聞こうかなと

思っていたところ、先におっしゃって。 

 これは、例えば１次補正の、さっきおっし

ゃった2,000億前後のような感じで、例え

ば、１兆円、１兆円も、少しずつ国のほうに

留保するとか、そういうんじゃなくて、今の

お話では、１兆円、１兆円をそれぞれの基準

で交付するという方向だと認識していいんで

すかね。 

 

○山本総務部長 まだ最終的に固まっていな

いので、正確なところはまだ変更があり得る

と思いますけれども、半分ずつ交付の基準を

変えるということは聞いてございます。た

だ、その補助裏に充てる部分を幾らか切り出

すかということは、もちろんあり得ると思い

ますので、そこはまたまだわからないところ

でございます。 

 

○松田三郎委員 はい、わかりました。 

 最後に１点だけ。今回の２次補正でいろい

ろ議論になった予備費が10兆円、報道等によ

りますと、半分の５兆円は何らかの使途をあ

る程度明確にするとかいうところまで聞いて

いますが、ということは、裏を返せば、我々

も、まだまだ足りない部分を３次補正、４次

補正という部分に県もいろいろ要望していき

たいというような検討をなさっているかと思

いますが、10兆円あるいは５兆円あるという

ことは、これは想像ですけれども、すぐにす

ぐ３次補正を組まなくても、その自由度の高

い部分で何とか対応ができるというようなこ

とを考えると、もしかすると３次補正以降が

ないとか、あってもちょっと時間を置いて、

まず予備費を執行して、それでもやっぱり足

りないという場合に３次補正というならば、

大分１次、２次の間よりも空くのかなと思い

ますけれども、その辺私見を交えてでも結構

でございますが、教えていただければと。 

 

○山本総務部長 １次補正と２次補正は、資

料の13ページと14ページにありますように、

１次補正が４月30日成立、それから２次補正

が６月12日成立ということでございます。こ

れは、通常国会が６月の中旬まであるという

ことで、その会期内に成立させたということ

かと思いますけれども、次のその臨時国会が

いつ開かれるというのがまだわかりません

し、通常ですと９月とかに開かれることが多

いかと思いますので、１次補正と２次補正の

間隔のような１か月とか１か月半ぐらいで次

の補正が組まれるというのは、もともとのス

ケジュール感からも、また、今委員から御指

摘があったような10兆円の予備費が組まれて

いるということからも、基本的にはないのか

なというふうに思っております。 

 

○松田三郎委員 はい、結構です。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○藤川隆夫委員 雇用関係についてお聞かせ

いただきたいと思います。 

 有効求人倍率、ずっと下がってきておりま

して、その中で、倒産はじめ解雇の話も出て

きておりまして、ここにも熊本県での解雇、

雇い止めの話が出ておりまして、５月29日の

132人から１週間で倍ぐらいに増えておりま

す。これからさらに恐らく増えてくる可能性

があろうと思いますけれども、この中で、新

聞等で派遣切りの話とかが出てきています。

パートさんたち含めてですね。この付近の状

況がどうなっているのかというのと、もう１

つ、生活保護が恐らく増えてきているという

ふうに思うんですけれども、この部分を併せ

て教えていただければと思います。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 解雇、雇い止めの状況について、今委員御
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指摘のように、ちなみに５月22日現在で、労

働局に相談があった件数も含めると76名、１

週間後の５月29日で132名、６月５日現在で

258名と、約1.7倍とか1.9倍ずつ１週間ごと

に増えてきているという状況です。この258

名の解雇、雇い止めの内訳については、労働

局のほうでも確認はできなかったんですけれ

ども、派遣会社からの派遣職員も含まれてい

るとは聞いているところです。 

 派遣社員について申し上げますと、派遣元

に、もともと派遣会社のほうに雇用されてい

て、そこから派遣されて派遣先の企業で仕事

をされているということになるんですけれど

も、一部の企業からの聞き取りの状況とかも

申し上げますと、実際に、やっぱり事業の縮

小に伴って、派遣会社の社員についても、途

中で契約を中途解除するとか、あるいは更新

時期が来て、そこで雇い止めをして、以後更

新しないとか、そういう状況は実際に出てき

ているという状況です。 

 これにつきましては、厚生労働省本省や熊

本労働局のほうからも、派遣元の派遣会社に

対して要請をされています。国のほうでは、

派遣先の経済団体のほうにも、派遣社員につ

いての雇用の維持について努力されたしとい

うような、そういう要請をされているという

ところです。 

 いずれにしましても、派遣会社の社員と

か、あるいは非正規の雇用の方というのは、

雇用調整される上では、順番としては、真っ

先にそこから影響が出てくるのかなと思って

いるところですので、熊本労働局のほうとも

しっかり連携して必要な対応は取っていきた

いと思っているところです。 

 

○藤川隆夫委員 今ので流れはわかったんで

すけれども、労働局自体が、よく派遣切りが

どの程度あっているのかというのは把握でき

てないという今話だったんですけれども、こ

こも含めて、やっぱりなかなか難しいかもし

れませんけれども、非正規の労働者の部分に

関しては、やっぱりきちっと把握しておく必

要があろうかというふうに思います。把握し

た上で、それに対する対応というのも、併せ

て県のほうでやれるところはやっていってい

ただきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

 もう１点の生活保護世帯の件をお願いしま

す。 

 

○下山健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 生活保護の状況でございます。 

 県の所管の福祉事務所のデータでよります

と、この４～５月と昨年同月比でお比べしま

したところ、相談件数、それから相談世帯、

申請数ともに10％近く、相談件数については

10.9％、申請件数については9.3％増えてお

ります。新聞等で熊本市の状況も載っており

ますが、ほぼ同じような状況かと思います。

これにつきましては、生活保護の要否を丁寧

に精査いたしまして、また、生活保護以外の

いろんな各種施策ございますので、そちらを

御案内しながら、適正な対応をしてまいりた

いと思っております。今のところの２か月の

状況は以上でございます。 

 

○藤川隆夫委員 今ので大体わかりましたの

で、生保に関しては、もっと注意をしなが

ら、さらに増えていく可能性があるというふ

うに思っていますので、注意しながら見とっ

ていただきたいし、それへの対応というのも

併せてやっていっていただけたらと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

○城下広作委員 ６ページ、８ページのこと

でちょっと確認です。 

 私の情報というか肌感覚では、この宿泊業

というのは、相当厳しい状況だというふうに

思うんですね。いろいろ持続化給付金とかな
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んかあるんですけれども、それをもらっても

もたないというようなところも結構あるんじ

ゃないかと思うんですけれども、倒産までに

は、その数字がまだあんまり反映していませ

ん。ただ、今から国も、GoToキャンペーン

で、いろいろと予算を持っていくから盛り返

すことも十分あるだろうと思うんですけれど

も、それまでの施策の間に、やっぱりちょっ

と厳しいんじゃないかと思うんですけれど

も、この辺の状況というのが、もしわかれば

ということと、それと、特に熊本市なんか

は、いわゆる夜の街といいますか、いわゆる

小店舗といいますか、ああいうところは、相

当もう家賃が、若干保障されても１か月ぐら

いしかないですから、もう厳しいとか、もう

これを機に辞めるとか、いろんな話を聞くん

ですけれども、この辺の近況といいますか、

もっと細部の話がわかれば教えていただきた

いなと思います。 

 

○脇観光物産課長 観光物産課です。 

 資料の23ページをお開きいただけますでし

ょうか。 

 こちらのほうに、このGoToキャンペーン前

に行うつなぎの事業の詳細を入れておりま

す。特に大きいのが、一番上の観光拠点支援

事業でございます。宿泊施設が、感染防止対

策の強化、例えば空気清浄機を入れたりと

か、フロントに飛沫防止のための簡単な透明

のパネルを貼るとか、それから地元の農林水

産物を使ったメニューの開発など、様々な取

組に対して、私どものほうから４分の３補助

をさせていただきます。10万円から100万円

の補助を出させていただくことで、つないで

いこうと思っております。 

 また、各市町村で、様々な県民向けのクー

ポン券の発券も進められておりますけれど

も、県としても、今後、まずは県内観光、県

民向けの観光を促進させるような方法につい

て検討を進めていきたいと考えております。 

 

○城下広作委員 店舗、中心市街地の小店舗

みたいな感じのスナックとかいろいろ飲食も

含めて、そういうのはわかりますか。 

 

○梅川商工政策課長 商工政策課でございま

す。 

 城下委員がおっしゃいますように、中心市

街地の特に賃貸で営業されている飲食店など

についても、非常に厳しい状況だというふう

に認識しております。一部報道によります

と、テナント契約の解除に至ったところも数

十軒出ているというように伺っております。 

 県では、商工振興金融課の事業でございま

すが、商店街のにぎわいを取り戻すための事

業ですね。コロナに対応して感染症防止対策

を実施したり、あるいはプレミアム商品券を

発行しながらにぎわいを取り戻していくよう

な事業を予算化しておりますので、そういっ

た事業も活用しながら、飲食店や中心市街地

の皆さんの事業継続につながるように取り組

んでいきたいと考えております。 

 

○城下広作委員 昨日、私がインターネット

で県内のどこかに泊まろうかなと思って検索

したら、まだこの６月いっぱいはやらないと

か、まだ申し込みができないようになってい

るとか、やってるところは、その条件の中に

３密を避ける体制をしっかり整えていますと

いうふうに、結構やっているところはそれで

しっかり書かれているんですよ。だけど、そ

の３密を避けるということは、通常の客の量

は受けませんと、ある程度絞りますというよ

うな形で、かなり苦心されてるなというちょ

っと雰囲気が伝わって、今後、仮にばっと人

が申込みがあったとしても、なかなか元どお

りの数の分は見込めないという非常に苦しい

ような感じのことも伝わりましたから、相当

これ支援をしていかないと、もう逆に言え

ば、ばたばたともたないで厳しいという状況
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になっていくということになると、どうして

も避けなきゃいけない。今後のGoToキャンペ

ーンなんかも、しっかり期待しながら、そし

て、ある程度落ち着いたら、どっとやっぱり

みんなが利用するような形で応援するような

形が必要かなというふうに思いましたので、

しっかり頑張っていただきたいと思います。 

 

○溝口幸治委員 離れているので、ちょっと

マスクを外しますけれども。 

 今、藤川先生から、それから城下先生か

ら、雇用に与える影響のお話がありました。

労働局の調査の数字とか出てますけれども、

こういうのを見ながら、参考にはなるけれど

も、多分実態を全ては把握できないなという

のが私の肌感覚です。 

 というのが、今城下先生がおっしゃったよ

うに、飲食店、夜の街の営業等々というの

は、雇用保険があるわけではない企業もたく

さんいて、商工業者あるいは小規模事業者が

やっているところがあって、そういうところ

というのは、なかなかこう実態が把握できに

くいので、全てがこの統計に出てくることで

はないのでないか。むしろ把握できないとこ

ろのほうが今回は大きな影響を受けているの

ではないかと。そういった意味では、この数

字よりも大きくなっていくんじゃないかなと

いうふうに思います。 

 把握する方法は、私が言うまでもなく、会

議所とか商工会がつくるような商工業者台

帳、県に報告する商工業者台帳とか、その中

で、小規模事業者を入れていく、そういう数

字から、あるいは商工会や会議所の会員台

帳、組織率、こういったものから拾い出して

いくしかないんだと思いますが、そこをやり

始めると相当な事務量になるので、そこをや

れとは言いませんが、その実態をきちっと把

握せろとは言いませんが、やはり商工会、会

議所等とここはしっかり連携をしながらやっ

ていくことが、この数字では出てきてない企

業への対応策のヒントがあるのではないかと

いうふうに思っています。 

 それと、冷静に考えると、例えば農家でい

うと、イチゴを作ってます、イチゴを食べな

くなった人が多くなってくると、じゃあ次は

違う作物に変わります。野菜も一緒ですよ

ね。食べる作物に変わっていくんですけれど

も、誤解を恐れずに言うと、じゃあ今までス

ナックやってます、バーやってます、女の子

がいっぱいいるお店をやってますって、今ま

ではよかったけれども、こういう状態になっ

て、それでもやり続けますというのは、じゃ

あ顧客のニーズに合うのかといったときに

は、なかなか、やっぱり３密を避けて、本当

に工夫しないとお店はできないわけでありま

すから、そういったところも、しっかりやっ

ぱり県あるいは商工会、会議所等が、そうい

う事業者に説明をしていく、何かこうガイド

ラインを示して、はい、ガイドラインできま

したからって、第１弾はそれでいいんだけ

ど、その後は、やっぱりちゃんと寄り添って

事業を転換していくような、そういうサポー

トまで、県あるいは商工会、会議所には求め

られるのではないかというふうに感じている

ところであります。 

 そういった点で、県としてどういうふうな

取組を考えていらっしゃるのか、今後どうや

っていくのかというのをお聞かせいただきた

いと思います。 

 

○梅川商工政策課長 今溝口委員おっしゃい

ましたように、現場の感覚をきっちり県が把

握するためにも、経済団体との意見交換とい

うのは非常に重要だと思っております。 

 県では、経済８団体との意見交換を３月、

４月と実施いたしました。それ以外にも、県

商工会連合会や熊本商工会議所などとの個別

の意見交換、さらには生活衛生関係の団体と

の意見交換も複数回実施したりしておりまし

て、様々な形で現場の状況を把握するように
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努めているところでございます。 

 今後も、例えば県商工会連合会は、３月と

５月に会員の方々の影響調査を個別に実施い

ただいて、その結果も今月９日に県に報告い

ただいておりますし、例えば工業連合会は、

毎月会員企業の皆様の状況を調査いただい

て、県にも報告いただいているような状況が

ございますので、そういった商工団体の個別

の調査結果ですとか、あるいはさっき申し上

げました県との意見交換の場などを踏まえま

して、今後も県としてしっかりと状況把握に

努めていきたいと考えております。 

 

○溝口幸治委員 すみません、じゃあぜひよ

ろしくお願いいたします。 

 続けて、今日説明いただいた議題の１と２

に関わってくるんだと思いますけれども、こ

れ去年からずっと議論しているので、コロナ

の前とコロナ後という感じで行くと、やっぱ

りコロナで何かこう気づいたなというか、コ

ロナのときって、まあ今もそうなんですけれ

ども、久しぶりに鎖国という言葉を私自身も

思い出して、今も実際鎖国状態ですよね。イ

ンバウンドとかの話で行くと、鎖国状態が続

いているということで、鎖国が続き、なおか

つ地域間で、もうエリアで何でも完結してし

まおうと。多分コロナの前には想像もできな

かった、うちの地域に来ないでくださいとい

うことをそれぞれの地域が言い出したわけで

すよね。地域の中で経済を回していこうとい

うことを考えたわけですが、この雇用にして

も、人材確保にしても、今回コロナでよくわ

かったというか、改めて気づいたのは、それ

ぞれの地域の産業構造が違うので、我々がこ

こで、通り一遍に熊本県はという議論をして

るのが、実は、人吉・球磨地域に当てはまる

のか、それぞれの地域に当てはまるのかとい

ったら、ちょっとやっぱりずれがそれぞれ出

てくるんですよね。 

 ということは、やっぱりそれぞれの天草と

か県北とか県南とか、それぞれこうやっぱり

エリア分けをして、もうちょっと細かく、こ

の産業人材どうあるべきなのか、行政サービ

スどうあるべきなのかという議論をする必要

があるのではないかなというのが、このコロ

ナを経験した今、印象を持っております。 

 これまでは、県全体でとかという議論をや

ってましたけれども、やっぱりもうちょっ

と、どうせやるなら、地域対策ですから、そ

れぞれの圏域ごとにしっかり分析をしていく

のがいいのではないかという感覚を持ってま

すが、既に執行部のほうでもそういうことも

感じながら動いてらっしゃると思いますが、

そのあたりは、部長いかがでしょうか。 

 

○山本総務部長 今溝口委員からお話ありま

したように、コロナの関係もございまして、

確かに圏域ごとに県内でもいろいろと状況が

異なっているというのは、まさにおっしゃる

とおりだと思います。 

 実は、以前にも補正予算の関係で委員から

御指摘いただきまして、確かにおっしゃると

おりだなと思いまして、執行の段階では工夫

をするように部局にも伝えているところでご

ざいますけれども、地域対策特別委員会で

も、昨年度も、性質別とそれからエリア別と

いうことで整理させていただいたものもござ

いますし、今後も、そうした観点で様々整理

しながら、具体的にいろんな分野にわたりま

すので、ここの部分は特にというような議論

になりましたら、そこを中心にとか、少しず

つ資料を整理しながら進めていければと思っ

ております。 

 後段の市町村の行政サービスのところにつ

きましては、幾つか広域連携で実際に動いて

いる例、消防であったり、ごみ処理であった

り、指名させていただいております。まさに

これらの話も、全県的に統一してやるという

話では現実的にはございませんので、それぞ

れの圏域に応じて、必要な対策、そして今取
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られている実際の動き、こういったものを資

料としてお示しさせていただきながら御議論

いただいて、他圏域への波及ですとか、圏域

のことを考えるとか、そういった議論の展開

をしていただきまして、我々も御指示いただ

きながら資料を整えていければと思っており

ます。 

 

○野尾政策審議監 企画振興部の野尾でござ

います。 

 確かに委員のおっしゃったように、データ

を見ると、人口の社会減と自然減についても

地域差はかなり出ているのが実情でございま

す。 

 藤川委員の質問にお答えしましたが、ま

ず、県としてやるべきことは、“ウィズコロ

ナ”、コロナ対策をどのようにやっていくか

ということと、防疫と経済の回復のベストバ

ランスをどう取るかということです。 

 そのために、９月までは、全部局挙げて、

どういうことをしていかなければいけないの

かを考えさせていただきたいと思っておりま

す。その上で、９月議会には、基本方針をお

示しさせていただきたいというのが１点で

す。あと１つが、答弁でもお答えしました

が、社会的変容への対応です。テレワークや

リモートワークといった、今までの価値観と

違う働き方や、生活のあり方が出てきたこと

に伴って、私たちは、観光をどうしていく

か、飲食業をどうしていくかという点を、基

本方針と同時に庁内で議論したいと考えてお

ります。その上で、先ほども出ましたが、臨

時交付金が２兆円増額されますので、それを

どう有効活用して、しっかりと経済を支えて

いくかを全庁的に考えていこうということ

で、知事とは話をしているところでございま

す。 

 溝口委員のおっしゃったように、地域の問

題というのは、ばらばらです。自然・社会減

少率を見ていきますと、昨年度との比較で

は、天草、球磨、芦北の場合、大体人口に示

す社会減が0.7％程です。これが、熊本市内

や菊池ではプラスに転じております。ですか

ら、そのような地域のあり方を含めて、人口

減少に対してどう立ち向かっていくかという

のが、地方創生で、まち・ひと・しごとでう

たわれた部分であり、平成26年に法律ができ

て以降、今まで取り組んできていますが、そ

の検証も含めて、各地域の問題は、基本方針

等で全体的な方向性を出した後に、次の事業

レベルの段階で、広域本部と地域振興局の意

見を交えながら、どう取り組んでいくかを考

えさせていただけたらと思います。 

 非常事態でございますので、そのような方

向性でやらせていただけたらと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

 

○早田順一委員長 溝口委員、よろしいです

か。 

 

○溝口幸治委員 はい。 

 

○早田順一委員長 ほかに。 

 

○濱田大造委員 幾つかあるんですけれど

も、まず、16ページでして、融資枠を3,000

億円に拡充ということで、非常に頼もしいな

と思うんですが、基礎的なことを教えてくだ

さい。 

 現在、1,800億円から3,000億円ということ

で、このお金、どこからどういう形で調達し

てきたのかということ、起債なのか何なのか

ですね。それと、将来的に、資金需要という

か、3,000億円で上限ぐらいと考えているの

かどうなのか、わかる範囲で教えてくださ

い。 

 次ですね。20ページに飛びます。 

 関連する質問なんですが、これも非常に大

切な20ページ、21ページの政策、非常に重要

と思うんですが、金額がちょっと少ないのか
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なと思います。というのは、１番目9,100万

円予算が、このデリバリーとかプレミアム商

品券でついてますけれども、これ最近の報道

とか見てたら、町村によって、全国でテーク

アウトのお弁当とかに予算つけて、そした

ら、もうあっと言う間にお弁当が売り切れ

て、予算がなくなっちゃうという、すごいい

い取組だなと思っているんですけれども、ど

この市町村も財源が足りないということで、

こういう、私も夜の街に６月に入ってから何

回か行ったんですが、まだまだ飲食店、全然

がらがらでしてね。まあ多分、当分以前のよ

うには回復しないんじゃないかなと思ってま

して、だから飲食店の方たちも本当に現金収

入がない。ならテークアウトしようというと

ころが増えているんですけれども、本当に全

然売上げ的には足りないと。やはり何らかの

補助という、こういうせっかく制度があるん

ですけれども、ちょっと県全体で考えたら、

予算が全然足りないんじゃないかなと。もう

ちょっと思い切った予算のつけ方をしてはど

うかなと思っているんですけれども、その

辺、このデリバリータクシー、２番目とか、

Ｅコマースですね。ＥＣサイトで販売してい

くというのも、どんどんもっと予算づけし

て、思い切ったことをやっていくべきじゃな

いかなと思うんですが、その辺どうか教えて

ください。 

 あと最後に、ちょっとまた飛びまして、今

度30ページです。 

 介護職の求人が、2025年には年間で600人

ぐらい足りないというふうに書いているんで

すけれども、これは、実際私も介護関係の仕

事してましてね、本当に人材が足りないなと

いうのを実感してるんですが、これ読んでみ

ても、具体的に、なら足りない600人をどう

やって増やしていくのかという具体的な方法

って、どう県は現時点で考えているのかなと

いうのを疑問に思っちゃうんですが、その辺

どう考えているのか、教えてください。 

 以上です。 

 

○梅川商工政策課長 １点目と２点目につい

て、お答えさせていただきます。 

 まず、16ページの制度融資の関係でござい

ます。 

 資金調達の方法につきましては、融資枠の

一部を県が金融機関に預託金を納入するとい

う形で、県と金融機関が共同で原資を確保し

て借り主の方に貸付け実行をするという形式

でございます。ですので、融資枠の全額を県

費で賄うわけじゃありませんけれども、資金

の内容に応じて、例えば、県が１に対して金

融機関に４出していただくような、そういう

形で、協調倍率に応じて、その原資の一部を

県が預託金という形で出しております。 

 それから、3,000億円という融資枠でござ

いますが、これまで1,800億円ということで

融資枠を設定しておりまして、熊本地震の発

災初年度の融資実績はもう既に上回るところ

まで融資が利用されております。それですと

か、熊本地震やそれ以前のリーマン・ショッ

クのときの借入れも含めて、全体を借換えが

できるような柔軟な形で今回運用しておりま

すので、今後借換えの需要も高まってくるん

じゃないかということも含めまして、ある程

度安心して県の制度融資を御利用いただける

ようにという趣旨で、3,000億円ということ

で設定をしております。今後、もしこれで足

りないような状況が出てくれば、そのときに

対応は検討したいと考えております。 

 それから、２点目の20ページの感染症に強

い魅力ある商店街づくりの事業について、も

う少し予算を確保すべきではないかという御

意見でございました。 

 この事業は、個別の店舗を個々に支援する

というよりも、商店街として皆さんでまとま

って活動していただくような経費を助成する

ものでございまして、県内各地に商店街がご

ざいますけれども、その商店街の中で、それ
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ぞれ取組の内容を検討いただいて、実行いた

だきたいと思っております。これも状況を見

ながら、これ以外の対策も含めて、現場の状

況を踏まえながら、今後の対応については検

討していきたいと思っております。 

 以上です。 

 

○阪本企画課長 企画課でございます。 

 今のページのタクシーを活用したデリバリ

ーサービスでございますけれども、この事業

は、飲食店の売上げ減と、タクシーの利用減

の状況を受け、両者の連携により売上げ増に

つなげて経済の循環を図っていきたいという

もともとの趣旨がございまして制度化をいた

しました。さらに、これを推進するに当たり

まして、キャッシュレスを推進するとか、そ

うしたものも将来的には視野に入れながら、

新しい生活様式が定着していくようにという

視点も持って制度化をいたしました。 

 この事業につきましては、配送用のタクシ

ーの利用を500円と想定して、そのうちの200

円をオーダーされる方が負担し、300円を県

が補助するというような形で制度設計しまし

たけれども、これは売上げの補塡という趣旨

ではございません。先ほど言いましたような

経済の循環ですとか、キャッシュレスの推進

とか、そうしたものを視野に入れております

ので、金額的にはこのような予算規模になっ

てございます。今月中に制度をスタートした

いと今準備をしておりまして、これを回して

いく中で、必要な課題等が出てまいりました

ら、またいろいろ検討をしていきたいと考え

ているところでございます。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 21ページの④くまもとうまかもん食材ＥＣ

サイトキャンペーンについて御質問を頂きま

した。 

 この事業は、今まで取り組めていなかった

ところですが、ＥＣサイトを新たに開設いた

しまして、そこで熊本の県産農林水産物を販

売するというような事業でございまして、開

設の費用や送料に係る部分、広告費用等に必

要な経費をこの事業で計上させていただいて

いるところでございます。 

 既に、今週中にでも、このサイトが開設す

る準備がもう整っているところでありまし

て、今後、その反応を見ながら、民間事業者

が事業実施主体となりますので、今後の継続

性も含めながら、様子を見ながら今後の進め

方は考えていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

 

○下山健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 介護の人材不足を今後どのように対応して

いくのかという御質問です。 

 委員の御指摘もございましたように、年間

600人ほど、それから2025年問題として、そ

の時点で2,000人不足するというふうな推計

のもとに取組を進めておりまして、基本的に

は、この資料30ページにございます、これま

での取組としまして、新しく参入を促進する

こと、それから、一度入られた入職された方

を逃さない、定着を促進するということ、そ

れから、いらっしゃる方の処遇を改善してい

くことという大きな３点で取り組んでまいり

ました。 

 右下のほうに、今年度主要事業ということ

で、これはコロナ対策をまだ想定する前の当

初予算の段階でございますけれども、これに

沿った形でいろんな取組を拡充してきたとこ

ろでございます。 

 今回、介護事業所、まだ全調査とかはでき

てないと思うんですけれども、一番影響の大

きかったときで10％ほど事業を停止したとい

うようなデータもちょっと原課から聞いてお

りまして、今はもうほぼ回復をしていると聞
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いておりますけれども、こういった感染症対

応などがあったときに、きちんと財源の措置

なり対応が取れていくということが、一つの

介護職に対するＰＲにもなるかと思います。

いろんな観点で、今までやってきたことがこ

のままでいいのか、この検証も踏まえまし

て、コロナ対策の検証等も踏まえまして、今

後しっかりやっていきたいと思っておりま

す。 

 

○早田順一委員長 濱田委員、よろしいです

か。 

 

○濱田大造委員 了解です。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○岩本浩治委員 今濱田委員が御質問ありま

したように、介護職には、キャリアパス処遇

改善加算があるわけですね。これは、処遇改

善加算というのは、それぞれの事業所によっ

て出し方がばらばらなんですね。ですから、

介護職員が、果たして処遇加算が自分にはつ

いているんだろうかと。例えば、最高３万

5,000円とかがあるんですが、これを処遇改

善加算ということじゃなくて、資格を取った

分で、例えば資格手当が幾らとかというやり

方をやっているところもあるわけですね。 

 それともう一つが、令和４年から保育所に

も処遇改善加算がついて、そして保育士を増

やすということなんですけれども、やはりこ

の処遇改善加算を、明確なその支援の仕組み

をつくらなければいけないんじゃないかなと

思うわけなんですよ。私も、介護事業所をや

ってますけれども、介護職員が足らぬという

ことは給料が安いからなんですよ。それは言

われないですよ。私は、自分は経営者として

そう言うんですけれども、これは処遇改善加

算を明確な方向で出していかなければならな

いのではないかなと思っておるんです。 

 それと、介護職員が辞めるときに、どうい

う理由で辞めてるかという調査をされておる

んでしょうか。それをちょっと調査されてお

るのであればお聞きしたいなというふうに思

うわけなんです。 

 

○下山健康福祉政策課長 処遇改善加算につ

きましては、30ページの２番のところに書い

ておりますが、91％の事業所が利用していた

だきまして、一定の成果があっているという

ふうに聞いております。ただ、これが確実に

支給されているかいう、あと、その仕組みの

評価でございますけれども、すみません、細

かいところはわからないんですが、確実に基

本的には御本人さんに行くことを前提とした

確認が取れているはずですので、どういう問

題点があるかというのをもう一回原課と相談

しまして、確認をしたいと思います。 

 それから、明確な形でどう評価したらいい

のかがちょっと今即答できませんので、もう

一度ちょっと先生に状況を、こんな現場で問

題が起こっているよというようなことがござ

いましたら、また教えていただければなとい

うふうに思います。 

 離職の理由につきましては、今手元にござ

いませんが、何度かお調べをしているはずで

すので、またその状況についてもお伝えをし

たいと思います。 

 

○岩本浩治委員 はい、わかりました。 

 もう１点よろしゅうございますか。 

 

○早田順一委員長 岩本委員。 

 

○岩本浩治委員 先ほど藤川先生から御質問

があった、生活保護が今後増えるだろうとい

うようなことでございましたが、その生活保

護の前に、生活困窮者、非課税世帯、これに

対して、コロナ関係でいろんな支援があるわ

けなんですね。これは、生活保護に陥る前の
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生活困窮者の支援として見ていいのかどう

か。それでもできないときは生活保護という

ことでいいのかどうか。生活保護が何か増え

ていくというような感じでしたけれども、こ

れに対して、ちょっとどういうふうなお考え

があるのか、お聞かせください。 

 

○下山健康福祉政策課長 例えばでございま

すけれども、住宅の確保給付金というのがご

ざいます。これは、所得が昨年度より著しく

落ちて、昨年度でもなく、このコロナ感染症

の前に比べて非常に収入が落ちて、もしくは

解雇になったことで住宅の家賃が払えない方

に対する支援でございますけれども、こうい

うのも、当面、一定期間つなぎとして支給す

るものでございまして、まさに、できればそ

のまままた就職なり事業として就業していた

だいて、生活保護にならないようにしていた

だくというようなものとして捉えておりま

す。 

 ちょっと今一例でございますけれども、基

本的には、そうならないための緊急小口資金

もそうでございますけれども、対策を打って

いるつもりでございます。 

 

○早田順一委員長 よろしいですか。 

 

○岩本浩治委員 はい、ありがとうございま

す。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○池永幸生委員 36ページですけれども、人

口減少のことがうたってあります。ただ、合

志の中では、やはり人口がもっともっと…

…。 

 

○早田順一委員長 それは、また次にします

ので。 

 

○池永幸生委員 これはまた別。じゃあ23ペ

ージでよろしいですか。 

 23ページで、いろんな商品の開発というの

がうたってあります。だけど、この熊本に

は、もういろんな商品、有名な商品がたくさ

んあるわけですね。今から開発をかけるので

はなくて、今あるやつをどういった形で県が

よその人たちに売ることができるのか。 

 考えられるのは、熊本県という点で考える

のではなくて、九州いっぱい線で考えて人を

呼び込む、その方向に、これから先──先ほ

どの話で、９月ぐらいに一応終息するという

ような話があったときに、暮れに向かって、

どういった戦略を立てられるのか、その辺を

お聞きしたいと思いますけれども。 

 

○脇観光物産課長 観光物産課です。 

 商品の販売の方法論についてですけれど

も、こちらには新しい商品の開発の話が出て

おりますが、先生がおっしゃるとおり、既存

にも大変すばらしい観光素材がありまして、

様々な旅行商品、観光商品なんかも創られて

いるところでございます。 

 これらについては、まず、県としまして

は、旅行会社にこちらからセールス活動をさ

せていただきまして、例えば、イルカウオッ

チングですとか、球磨川下りですとか、そう

いったものを商品として卸すというか、その

販売をお願いする。それから、ウェブ上で

「くまもっと旅行社。」を立てておりますけ

れども、直接消費者に向けてそれら商品を販

売をするというような取組を地域と連携をし

ながら行っているところです。 

 それから、九州と一緒になってというお話

もございます。これは、九州７県で、九州観

光推進機構という組織をつくっております。

こちらには、県からも１人職員を派遣してお

りますが、この九州観光推進機構の中で、九

州各県の、代表的な、特に売れ筋の商品、観

光素材を私どもも出させていただいておりま
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すけれども、これらを九州一体となって、旅

行会社に向け、商品卸しをさせていただいた

り、また、全国的なプロモーション活動を行

っているというところでございます。 

 こういった活動を進めながら、このコロナ

禍で非常に大変なところでございますので、

この事業の中で新たな商品も創っていきたい

というふうに考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員長 よろしいですか。ほかに

ございませんか。 

 

○末松直洋委員 14ページの２次補正の１番

目の雇用調整助成金のことなんですけれど

も、日額が引き上げられるんですけれども、

その申請が非常に複雑だということで、皆さ

ん困られておるということであります。た

だ、今回簡素化されていくということになっ

とるわけでありますが、県のほうも、予算で

社会保険労務士あたりの相談回数が何百回分

か予算ついとったと思いますが、その相談回

数とか大体何回ぐらいあったんでしょうか。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 今年の４月から、社会保険労務士を雇用調

整助成金とか小学校休業助成金の活用支援の

アドバイザーとして派遣しているところなん

ですけれども、６月12日までの累計で、申込

みのあった件数が586件ということになって

おります。実際に派遣まで終わっているのが

405件という状況になっております。予算上

は、３月専決で500回分で、その後、さらに

追加で1,000回分の合わせて1,500回分の予算

をお願いしておるところでございます。 

 

○末松直洋委員 ありがとうございます。 

 先日の新聞の記事にもありましたが、社会

保険労務士に相談して、手付料が高い、申請

手数料が非常にちょっと高いということで困

られるという方がありましたが、そこら辺、

県は、どのような方法で、社会保険労務士だ

けじゃなくて、商工会とか商工会議所あたり

の皆さんにお手伝いするような何か方法とか

取られていくんでしょうか。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 雇用調整助成金については、数次にわたる

改正によって、結構制度自体もどんどん緩和

されて、その変更の回数も含めてわかりにく

いというお話もありました。 

 そこで、県としては、各地域振興局ごと

に、合計たしか26回だったと思うんですけれ

ども、これは雇用調整助成金に限らず、県の

支援施策についての説明会を行っていたとこ

ろです。併せて、商工会連合会や商工会議所

連合会のほうでも、100数十回にわたるよう

な個別の経営相談を含めた雇用調整助成金も

含めた相談会のほうを対応していただいてい

るというところです。 

 現在、雇用調整助成金の制度については、

申請書類もかなり削減をされてきております

し、添付書類もあるいは記載項目も大幅に削

減をされてきております。 

 特に、小規模事業者、おおむね従業員が20

人以下の小規模事業者については、さらに簡

素化もされておるような状況なので、これは

商工会の方にお聞きすると、何とか自力で申

請するようなことができるようにはなってき

ているというお話も伺っております。 

 そこで、雇用調整助成金を所管しています

社会保険労務士さんの手数料が、大体５％か

ら20％とかというところがあるんですけれど

も、そもそも事業所において就業規則がない

とか、三六協定もないとか、そういうゼロか

らするようなところは、結果的にはちょっと

お高くなってるのかなとは思うんですけれど
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も、ただ、今申し上げたように、制度自体も

何とか自力でできるようなことになっており

ますので、県で措置しているアドバイザーを

活用していただいたり、あるいは商工会とか

の御相談の機会を活用していただいて、何と

か申請に結びつけていただければなと思って

いるところです。 

 

○末松直洋委員 わかりました。よろしくお

願いします。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○髙木健次委員 33ページの土木・建設・交

通関係で質問させてもらいたいと思います。 

 各分野にわたって、今回のコロナ関連で、

非常に職員不足とか、いろいろな作業員がい

ないとか、こういうことが出ておりますけれ

ども、ここに現状と課題ということで、土

木・建設業界から、新型コロナウイルスに影

響されることなく、継続的な工事発注の要望

があるということですが、幸い熊本地震から

４年たって、国の事業とか、例えば北側のル

ート、復旧・復興、これとか、57号線、阿蘇

大橋等は、大体今年度中に工事完了するとい

うことで、大変安心をしておりますけれど

も、ただ、こういうやっぱりコロナ関係で、

ほとんどの予算がコロナのほうに助成金とか

なんとかで出ていくということになれば、そ

れぞれの市町村が抱えている今までの課題の

事業ですよね、単県事業とか。そういうこと

がやっぱり６月に大体選挙の関係で肉づけさ

れる予定でしたけれども、コロナで３か月延

びて、９月にある程度の肉づけ補正が出てく

るだろうと期待はしておりますけれども、こ

のコロナ関係で財政的には非常に厳しくなっ

ていくのかなという感じがいたします。それ

ぞれ市町村が抱えている非常に喫緊の課題の

事業等もありまして、この辺は、どこの市町

村も非常に心配をしている部分があるのかな

というふうに思っております。渋滞解消と

か、どうしても早く造らなければならないバ

イパス事業関係とか、たくさん山積しておる

わけですけれども、必ずしも──この３か

月、６月の肉づけが９月に延びたということ

で、３か月ずれ込んでいくだろうと、そうい

う何といいますか、容易な計算というんです

か、見通しというのは、つかないんじゃない

のかなという、ちょっと私も心配しているん

ですけれども、その辺は、熊本地震でも、財

政調整基金あたりを取り崩して、ちょっと戻

ってきているということは聞いておりますけ

れども、非常に県財政も逼迫をしている中

で、今まで計画をしていた土木関係の事業

は、３か月遅れで繰り返していきますよとい

うことじゃなくして、非常に、その辺将来的

に心配をしておりますので、その辺の状況と

いうのを、木山課長でわかりますか。ちょっ

と教えてください。 

 

○木山監理課長 監理課でございます。 

 ただいま髙木委員のほうから御指摘がござ

いました、今後の公共投資の見通しでござい

ますが、こちらにつきましては、業界のほう

からも、やはり新型コロナが落ち着いた後、

しかも新型コロナに多額の予算をつぎ込まな

ければならない中で、公共投資予算が確保で

きるのかということを心配されているという

のはお聞きいたしております。 

 ただ、県といたしましては、公共事業につ

きましては、やはり県民生活をしっかりと下

支えしていくこと、それから県民の安全、安

心を確保していくことということから、非常

に重要な産業だと考えております。 

 ですので、今回６月補正で予定していたも

のが、９月補正にずれ込みはしますが、この

予算については、しっかりと確保して、コロ

ナの状況で経済が疲弊している中で、建設産

業としては、しっかりと景気を下支えしてい

けるように取り組んでいきたいと思っており
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ますし、今後も、先ほど申し上げた県民の安

全・安心、特に国土強靱化という観点から

も、国に対してしっかりと予算要求のほうを

させていただきながら、確保していきたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○髙木健次委員 今課長の話の中に、ある程

度今までの事業どおりの推進をしていきたい

ということを聞いて安心しましたけれども、

やっぱりこれがひいては熊本県の経済対策に

つながっていくのかなというふうに思ってお

りますので、人材不足も含めて、この辺はし

っかりと対応していただければというふうに

思います。 

 以上です。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○山本総務部長 すみません、１点だけ。 

 先ほど松田委員から御質問ありました１兆

円の交付金の話ですけれども、私、先ほど、

7,800、2,200と申し上げたかと思いますが、

すみません、正確な数字を申し上げたいと思

います。 

 7,500億と2,500億でございます。2,500億

が補助裏、7,500が外形的な基準で配るもの

です。 

 7,500億の内訳の300が、２次交付分といい

ますか、留保されているもので、7,200の半

分の3,600、3,600が都道府県分、市町村分で

配られているものでございます。この3,600

の内訳で、本県に頂いているのが60億超とい

うことでございます。申し訳ありませんでし

た。 

 

○早田順一委員長 松田委員、よろしいです

か。 

 次に、行政サービスの維持向上に関する件

について、質疑はございませんか。 

 

○城下広作委員 １つだけ確認させてくださ

い。 

 広域連携の考え方なんですけれども、消

防・救急は、この図にあるように、こういう

形で広域連携ができております。それと、ご

みと比較的区域が似ているんですよね。ごみ

の処理の広域連携と組み合わせが似ている。

一部、これとは逆に分裂しているという形も

あるんですけれども、これは、恐らく消防・

救急が行政主体、ごみの場合には、やっぱり

民間のほうが大分絡んでくる。だから、一部

ちょっと違うような格好になると思います。 

 それと、火葬場を見たら、結構広域連携は

進んでないんですね。これは、よく現場で、

広域連携をすると今まで利用した火葬場から

遠くなるから嫌だという住民の声が結構強い

んですよ。そういうことで、し尿もここには

ありませんけれども、どちらかというと単独

という、各連携が余り進んでない。これも、

消防なんかは、今からどんどんどんどんさら

にもっと大きなくくりでやっていこうという

考えがありますというけれども、それ以外の

ところは、民間の業者も結構絡むような部分

もあったりとかして、なかなかデリケートな

ところもあるというふうに思います。そし

て、これは民間は絡まないけれども、この火

葬場というのは特徴があって、非常に大きい

くくりにすると、いわゆる距離の問題がある

と、この辺もちょっと大体どのように今後ま

た考えていくのかということ。 

 

○清田市町村課長 今御質問がありましたけ

れども、火葬場につきましては、まさにおっ

しゃるとおり、亡くなった方を搬送するとい

う時間が必要になってきますし、自宅ですと

かあるいは病院から時間がかかり過ぎるとい

うのは、御遺族の方のお気持ちですとか、あ

るいはそこに集まる方の御負担も大きいとい

うことで、消防とかあるいはごみ関係は、も
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う直接、まさに業者さんが対応されますけれ

ども、火葬場とかは、恐らくそういう心理的

な面も大きいのかなと思いますし、これまで

余り広域化というのは進んでいない状況にご

ざいます。 

 今後も、今のところ、施設整備のほうは、

やはりかなりの費用がかかりますので、一定

の集約は図られるということで、御相談と

か、起債の関係とかでお話はあっております

けれども、少しずつ進んでいくのか、ある程

度段階的に進んでいくのかなというふうに考

えております。 

 

○城下広作委員 ごみとし尿はどうですか。 

 

○清田市町村課長 し尿は、一応施設が、今

まで例えば海洋投棄とかもしていた時期もあ

りましたけれども、そういうのが禁止され

て、だんだん施設を整備する必要に迫られて

ると。ただ、そこはなかなか、今まである施

設に持ち込むというのもできておりません。

限界がありますので、先ほど上益城のほうで

もありましたけれども、こちらも施設整備が

だんだん集約されていくのかなというふうに

考えているところです。 

 

○城下広作委員 ここは業者のほうの関係も

非常に密接に関係しますので、そういう方々

もしっかり取り込んで話合いをしながら、行

政とやる必要があるのかなと思いますので、

要望しておきたいと思います。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○池永幸生委員 すみません。先ほどは、フ

ライングしましたけれども、ここに36ページ

に書いてあるように、本当、人口減少という

のが世の中の流れの中ではないだろうかと。

私たちが住んでいる合志市にとって、やはり

人口増なんですね。多分８万人にはなるだろ

うというような予想もされております。 

 しかしながら、今人口が増えているのは、

ほとんど集落内開発での手法ではなかろうか

な。もちろん、それが法律でできたわけです

から、悪いわけではないでしょうけれども、

やはり計画にのっとったこれから先の市のつ

くりを合志は考えるのではなかろうかな。 

 そのために、やはりどうしても頭を押され

るのが土地の利用計画なんですね。40年ほど

前にできた熊本都市圏構想ですか、その中に

やはり合志が当てはめられたおかげで、ほと

んど９割近くが規制がかかっている調整区域

になってる。その中での開発をやられておる

わけですけれども、やはり、これを少しでも

緩和もしくは規制の見直し、そういったこと

ができはしないだろうか。そのために、県の

働きがどのような形でこの流れの中に入って

いけるのかをお聞きしたいと思いますけれど

も。 

 

○清田市町村課長 すみません。直接的な御

回答になってるかどうかわからないんですけ

れども、熊本市近隣の市町村の方からは、特

に首長さんあたりからも、事あるごとに人口

減少だけが問題じゃないということで御指摘

を受けておりまして、人口増加に伴う財政的

な問題ですとか、あるいは今おっしゃったよ

うな土地利用の問題、御指摘も受けておりま

して、御相談も頂いているところです。 

 ただ、法律的な制約とかもありますけれど

も、その中で、どうやって熊本市ですとかあ

るいは都市圏として開発していくべきなのか

というのは、様々な場所でちょっと議論され

ていくことになるのかなと思いますし、ただ

一方で、実際にそれぞれの市町村の中で運営

されておりますので、先ほど資料の中でも申

し上げましたけれども、そういったところは

引き続き丁寧にお話を伺いながら、関係部局

と情報を共有しながら対応させていただけれ

ばというふうに思っております。 
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○池永幸生委員 ぜひとも県が間に入って調

整と、ここに項目書いてありますよね。やは

り、そういった形でアドバイスなり、また主

導型を取ってもらって、いろんな形の助言を

もらうならばと思います。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○濱田大造委員 38ページで、地方行政のデ

ジタル化に関してなんですが、これは、新型

コロナで10万円の給付金をオンラインで申請

したら、マイナンバーが基本的に使えない

と。市町村によっては大混乱して、オンライ

ンで申請したほうが給付が遅れるという事態

が全国各地で起こってまして、結局、マイナ

ンバーカード、マイナンバー制度がうまく全

然活用してないというのが露呈しているわけ

でして、今熊本県で45市町村があって、それ

ぞれデジタル化というのを進めていると思う

んですけれども、恐らく、私も調べたわけじ

ゃないんですけれども、市町村によって、シ

ステムが、ＮＥＣであったり、ＩＢＭであっ

たり、ソニー製であったり、富士通であった

り、全然、使っているパソコンもシステム自

体も違って、てんでばらばらな状態だと思う

んですね、今日本は。これをぜひ、山本部長

が総務省からせっかく来られてて、本当は国

主導で強力でやるべきだと考えているんです

が、小委員会でのこの答申ですね、これ読ん

でも、何か他人事のように地方で何か頑張れ

みたいなことになってるんですが、ぜひ、熊

本県だけでも、本当しっかりしたシステムを

構築するという強い意思でやっていただきた

いと思っています。 

 あと、マイナンバーカード、例えば県庁で

どのくらいの導入が進んでいるのかというの

も併せて教えてください。 

 

○清田市町村課長 すみません。まず、地方

制度調査会の中で、デジタル化について言及

されておりますが、まだまだ言及の度合いが

不十分じゃないかということですけれども、

中には、やはり今御指摘のとおり、メーカー

さんがベンダーさんが違うと、それぞれシス

テムが違って、それを統合するとなると、非

常に手間もかかるし、財政的な負担も大きい

というのも、もう十分国のほうでも把握をし

ているようでして、その答申案の中では、ベ

ーシックな部分はもう国が決めてしまって、

ちょっと触る部分はそれぞれ市町村ごとに対

応したらどうかというような提案もなされて

おりまして、今までの国の説明あたりを聞き

ますと、やはりそういう方向では進めておら

れるみたいです。そこの歩みが早いか遅いか

というのはありますけれども、方向性として

は、委員御指摘のとおり、ある程度統一した

ところで、メーカーが違ったとしても対応で

きるようにしようとしているところです。 

 すみません、マイナンバーカードの職員の

取得状況ですけれども、ちょっとすみませ

ん、今手元に資料がありませんので、改めて

……。 

 

○濱田大造委員 わからなかったらわからな

いでいいですよ。 

 

○椎葉情報政策課長 後ほどまたお答えしま

す。 

 

○早田順一委員長 後で御報告をお願いしま

す。 

 ほかにございませんか。 

 

○河津修司委員 先ほど、消防の広域化につ

いて、後で説明するとかいう話があったかな

と思うけれども、結局、昨年県下１組合にし

たいという方針を出して、その後については

どうなんですか。 

 



第７回 熊本県議会 地域対策特別委員会会議記録（令和２年６月16日) 

 - 26 - 

○橋本消防保安課長 消防保安課でございま

す。 

 昨年度計画を策定いたしまして、現在、連

携・協力による通信指令の共同化について、

市町村と消防本部から一緒に検討委員会をつ

くりまして、もう既に検討を実務レベルでは

進めているという状況でございます。 

 

○河津修司委員 前回も、県下１つにという

話が一番最初に出たときに、すぐ熊本市がそ

れに乗らずに壊れたという経緯があるから、

その点熊本市の考えはどうなんですか。 

 

○橋本消防保安課長 熊本市は、今積極的に

参画いただいております。といいますのが、

今指令システムの共同化を議論しております

けれども、熊本市が、かなりスペックの大き

い指令センターを２月に開設いたしておりま

して、熊本市が、そういった自分のところの

施設あたりも共有するというようなことも考

えてもいいというようなこともおっしゃって

おられまして、かなり熊本市のほうも主体的

に積極的に今参画していただいているという

状況です。 

 

○河津修司委員 ぜひそういったところで、

熊本市がいいと言うなら、県下１つになるよ

うな進めを早く進めていただくようお願いし

ときます。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○松田三郎委員 ちょっと質問の前に、資料

35ページの自治体戦略2040のところですね。

スマート自治体への転換。 

 スマートシティーとか聞きますが、スマー

トタウンとかビレッジは聞かないけれども、

総称で、例えば──これは、清田課長か山本

部長、どちらでも結構でございます。要は、

ある程度のコミュニティーを集約して、そこ

で完結するようにというようなことかなと思

っておりましたけれども、議論を始める前

に、唐突にじゃないですけれども、ここの報

告に出てきたので、そういう理解でいいんで

すか。 

 

○清田市町村課長 スマート自治体というの

は、すみません、詳細ちょっと今手元にない

んですけれども、たしかデジタル技術を活用

して、例えば、今までアナログというか窓口

に行っていろいろ市町村の職員さんとやり取

りをしているというのを、もう少し例えばイ

ンターネットを使うとか、あるいはパソコン

を使って手続を済ませるようになるとか、そ

ういうことで、住民の方の負担を減らすよう

な方向で構築していこうという取組だったか

と思っております。 

 

○松田三郎委員 そうですか。 

 

○山本総務部長 今、基本的には市町村課長

からお答えしたとおりかと思いますけれど

も、定型的な業務、窓口業務を含めて、定型

的な業務を、できるだけＡＩ化とかＲＰＡと

か、そういった技術を活用して、そういった

業務については、できるだけ自動で処理して

いくと。一方で、自治体の職員の人材という

のもなかなか確保できないという状況にもご

ざいますし、行政改革の話もありますので、

企画部門ですとか、それから地域を支える部

門、そういったところに集中していくという

ことを主眼というか置いてやっていくという

ことかと思います。 

 スマート自治体だけじゃなくて、先生から

おっしゃっていただいたようなスマートシテ

ィーとか、いろんな言い方でスマート何とか

って使われているんですけれども、それぞれ

使われ方が少しずつ異なってまして、政府と

して、スマート何とかというのが一つの定義

というか、で使われていることではないとい
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うふうに認識しております。 

 

○松田三郎委員 わかりました。 

 今の話を聞いて、実はちょっと前の話にな

りますが、私、初当選したのが平成11年で、

隣の藤川委員、城下委員も、私より年寄りで

すが、同期の当選でございます。当時、県知

事は福島知事で、不幸なことに翌年の２月に

お亡くなりになって、それ以降潮谷知事。 

 当時、市町村合併が、もうどちらかという

と、議論でいうと最終版に差しかかるころ

で、私の選挙区、副委員長の地元でもありま

すが、あさぎり町とかほかの自治体が、合

併、翌年に向けて合併したという時期でござ

いました。 

 当時は、国も、かなりの誘導といいます

か、県とすると、合併にとてもじゃないけれ

ども──当時の知事は、あくまでも任意、自

主的合併が中心とはいえ、なかなか国のそう

いう誘導に抗することができない状況で、私

たちも、合併するとばら色の人生が待ってい

るわけではありませんと、ただ、今合併をし

ないならば、単独のそれぞれの自治体が、も

う一つ一つが立ち行かなくなります、だか

ら、これ以上悪くならないために合併をした

ほうがいいと思いますという、非常に夢のな

い説明をしておりました。 

 今考えても、決してそれは間違いじゃなか

ったんだろうと、あの時点ではと思っており

まして、合併の評価というのは、ここで私す

るつもりはございませんが、やっぱり合併し

たところ、例えば、さっき何で聞いたかとい

うと、スマート自治体といった場合に、どう

してもこの行政の効率化とかコストを強調し

過ぎる余りに、何かどっかに集約して合併し

たときのいわゆる周辺部、合併しなくても、

その市町村の中心部からすると離れていると

ころ、そこにお住まいの方に聞くと、例え

ば、自分が生まれ育ったところの地名がなく

なったとか、近くの食堂がなくなった、ある

いは学校が廃校になった、昔の風景が変わっ

て耕作放棄地が増えたとか、人口減少に伴う

こともあるんだろうと思っております。こう

いうことは、今まで我々も余り重要視せず

に、どちらかというと、さっき言いました行

政の効率化とかコストを削減するんだという

ような大きな波にかき消されてきた部分があ

るんではないか。 

 ただ一方では、特に私たちの選挙区の球磨

郡は、町村が非常に規模が小さいところばか

りでございまして、そういうところが、例え

ば、役場といっても、職員を採用して、ほと

んど役場職員の給料を払うだけの存在になっ

てしまうと、あるいは、やることがあっても

ぎりぎり、いわゆる義務的経費とか道路の補

修、保全ぐらいしかやれないようになると

か、絶対この政策的経費とかあるいはこの何

か投資的経費を使うような事業がほとんどで

きないということになるのがいいとはみんな

思ってないわけでございます。 

 だから、なかなか、何で合併の話から始め

たかというと、県も、地方分権一括法以降、

国が強調するように、決して、国と地方は、

主従、上下の関係じゃありませんと、対等の

関係なんですとはいえ、財源も、権限も、こ

れだけ地方の要望に反して握られているとい

うことは、これからも、特にコロナ後の話と

か、国の大きな方針なり誘導があった場合

に、県としては、なかなかこのハンドリング

というのが難しくなってくるんだろうと。 

 今日の資料にもありますように、一つの自

治体ではなかなかフルスペックの行政サービ

スが提供できないという場合に、例えば、こ

の垂直であるとか水平であるとか補完、今日

あるように、広域であるいは一部事務組合と

かといういろいろな選択肢はあるとはいえ、

例えば合併のときの話にあったように、首長

が反対をする、これは、決して自分の保身と

か、例えば合併すると自分が辞めざるを得な

いからとか、議会の議員が減るからという、
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そういう薄っぺらとは言いませんけれども、

そういう理由だけで反対なさってたわけでは

なくて、やっぱりさっき言ったような住民の

何か今まで数値化されないような思いという

のも大切にすべきなんじゃないかなというと

ころもあるんだろうと思っております。 

 そこで、質問にはなりませんが、今後、例

えばこれ前回の委員会でも私は似たような質

問をしましたが、単独でなかなか難しいとい

う場合に、例えば県に対して、うちはどうし

ても厳しいので何とかできませんかと相談が

あれば、それはしやすいと思うんですけれど

も、そうではない段階で、これはこのまま行

くとここの町村は危ないな、この村は危ない

なというときに、県が何かこう主体的に能動

的にやるべきなのか違うのか、あるいはやれ

るのかどうか。 

 さっき言いましたように、何かそれを待っ

ててやる分には、ある程度情報提供なり権限

を行使できる部分はあるのかもしれません

が、さっき言いましたように、県と市町村

も、もちろん主従上下じゃなくて対等なわけ

でしょうから、その辺のかじ取りなり、私た

ちも、前もってどういった心の準備をしとけ

ばいいのかというのが、ちょっと導入部分だ

けでも、それは課長か部長かわかりません

が、お願いしたいと思います。ちょっと漠然

とした質問ですみませんが。 

 

○清田市町村課長 35ページのほうで、地方

制度調査会の中間報告の中でも、２つ目のポ

ツに「議論の材料となる各地域の将来推計の

データを「地域の未来予測」として整理する

ことが考えられる。」と。これは、それぞれ

の市町村ごとに、2040年を見据えて、自分の

地域がどうなっていくのかをしっかり考え

て、それから遡って、そこから今の現状を見

通して、じゃあどう対応していくべきかとい

うのをしっかり考えてくださいという答申の

案になりそうなんですが、まさに、これで基

本的には、それぞれの市町村で、委員もおっ

しゃったように、自分のところが今どんな状

況なのか、今後、職員さんですとか人口です

とかあるいはインフラとかがどうなるのかを

しっかり考えていただいて、その上で、どう

いう方法が望ましいのか、どういう方法なら

市町村としての運営が効率よくというか適正

になされていくのかというのをまず考えてい

ただくのかなと。その上で、必要があれば、

県から、例えば県の支援が必要ということで

あれば、恐らく県もそれに対して対応してい

くことになりますし、あるいは近隣市町村と

一緒にやるということであれば、そういう取

組をされることになるのかなと思いますし、

県としては、そういった取組を引き続き支援

していくことになろうかというふうに思って

おります。 

 

○山本総務部長 今、清田市町村課長から申

し上げたように、基本的には、やはりその市

町村のイニシアチブであったり主体的な取組

というのが前提になるんだと思います。国

も、合併のとき以降、定住自立圏の話ですと

か、いわゆる総論の話としては、この自治体

戦略2040とか、こういったもので議論をして

きているかと思いますが、やっぱりその合併

のときに、国、政府主導で頑張ってやってい

たわけですけれども、一部で、やっぱり反発

であったり、なかなかそれでうまくいかなか

ったんじゃないかというような議論もござい

ました。その反省にはやはり立っているんだ

と思っております。そういった意味で、市町

村の意向であるとか主体的な動きがやはり一

番重要なのだということが前提かと思いま

す。 

 一方で、財源も限られている、あるいはそ

の人的な資源も限られている、それは、行政

側だけではなくて、人口が減っているという

ような状況にあっては、やはり何らかのトレ

ードオフで、これをやるためにはお金が必要
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だ、あるいは、これをお金をある程度削減し

なければならない、優先的に回さなければな

らないときには、これをやめなければならな

いというようなことがある場合には、国のほ

うからも、例えば最近ですと、公立病院の話

なんかは、再編ということを厚労省から言わ

れております。言い方は、当然その地域で考

えてくださいということなんですが、そうい

う御示唆があっております。 

 こういったものについては、結局、先ほど

申し上げましたように、トレードオフなもの

ですから、最終的には、やはり地域の納得感

というか、そういったものがない限りは、う

まく進まないということだと思いますので、

そこがベースになっているというのは間違い

ないことだと思います。 

 その中で、国のほうから示唆がある、ある

いはこういう方針で進めてくださいというこ

ともあれば、県のほうで、県内の地域あるい

は他県の取組を見て、広域化の話ですとか、

あるいは連携の話なんかを情報提供させてい

ただきながら、うまく地域の方に主体的に考

えていただいて、納得していただくような手

順で進めていくというのは、そういった方法

も十分あり得ると思っています。 

 以上でございます。 

 

○松田三郎委員 はい、わかりました。 

 決して私も、余り努力をしてなくて、ちょ

っと立ち行かなくなった市町村があるとし

て、そういうところまで集中的に何かこう手

取り足取り救済してくださいと言うつもりは

毛頭ございません。 

 ただ、誰にもわからないように、このコロ

ナということを、今経験中あるいは経験した

後に、どれだけ市町村がこの悪い影響がある

のか。しかも、それが仮にある程度戻るとし

て、どれぐらいの時間がかかるものなのか。

場合によっては、小さい村は余り商業者がい

なくて、もともと影響も余りないというとこ

ろも、もしかするとあるかもしれない。もと

もと税収が余り多くないところは、税収の被

害というのは、率じゃなくて額で行くと、そ

れほど大きくないのかもしれない。それもま

だ誰も経験したことのない今後のことですの

で、どういった影響が、特にマイナスの影響

がどれぐらい続くものかというのがわからな

いという意味で、ちょっと質問しましたの

で、今ので理解をいたしました。 

 以上です。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○濱田大造委員 せっかくですから、39ペー

ジの地方議会のところ、基礎的なことを教え

てください。 

 「議員のなり手不足解消のためには、地域

に貢献したいと考えている多様な層の住民が

参画しやすくなるように環境を整備する必要

がある。」というふうに答申案では出ている

んですけれども、議員定数とか区割りとか、

そういうのは議会のこっち側の問題かなとい

うふうに思っているんですが、プラスアルフ

ァ、県のほうで、議員のなり手不足を解消す

るような方策というか、ここに書いてあるよ

うに、「環境を整備する必要がある」という

ふうに書いてあるんですけれども、どういう

具体的な何か対策みたいな妙案あるのかな

と。教えてください。 

 

○清田市町村課長 第５の地方議会のところ

なんですけれども、総務省の研究会のほう

で、特に、町村の議員のなり手が不足してい

るとか、無投票当選が多いとかというのを問

題意識として持っておられたようで、なかな

か、今の特に町村議会の報酬ですとか、その

負担に見合うものが見出せないということ

で、今の現状になっているんだろうというこ

とになっておりまして、それに代わるものと

して、今の制度はそのままで、例えば選択肢
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として、一部の報酬を上げた人が一部いて、

それに関連して、地域ごとに御意見番みたい

な人を何人か地域からそれぞれ集めるとか、

あるいは報酬を低くして、身分をもうちょっ

と変えるとかという、いろいろそういう研究

がされていて、それがもしかしたら地制調の

答申案に盛り込まれるのではないかという報

道とかもあってたんですけれども、最終的に

は、それは盛り込まれなかったんですけれど

も、すみません、ちょっと質問の答えになっ

ているかどうかわからないんですが、ただ、

今回の地制調の答申案の中でも、やはり今後

ますます地域の課題が複雑化して、人口も減

っていく中で、どうしていくかという中で、

議員さんの役割というのはますます大切にな

っていくので、そのために、なり手を確保す

るために、それぞれ地域で考えなければなら

ないというふうになってまして、すみませ

ん、それに対して、県として、何か今から考

えるかどうか、ちょっとよくわからないとい

うか、それはそれぞれ考えていただくことに

なるのかなというふうに思っております。す

みません、答えになってないかもしれません

が。 

 

○濱田大造委員 了解しました。 

 

○早田順一委員長 よろしいですか。ほかに

ございませんか。 

 

○椎葉情報政策課長 委員長、すみません。 

 先ほど、濱田委員のほうから、マイナンバ

ーカードの交付状況ということで御質問がご

ざいました。 

 まず、県内のほうの交付率でございますけ

れども、人口当たりにしますと17.0％という

ことで、全国平均は16.4％ということになっ

てます。 

 それから、県職員については、すみませ

ん、最新のデータがないんですけれども、昨

年の12月時点では、地方共済の組合員ベース

でいくと73.8％交付をしているという状況で

ございます。３月末にも調査していますけれ

ども、そちらのほうはもう少し上がっている

かと思っております。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員長 濱田委員、よろしいです

か。 

 

○濱田大造委員 ありがとうございました。 

 

○早田順一委員長 それでは、これで質疑を

終了したいと思います。 

 次に、議題（3）閉会中の継続審査につい

てお諮りいたします。 

 本委員会に付託の調査事件については、引

き続き審査する必要があると認められますの

で、本委員会を次期定例会まで継続する旨、

会議規則第82条の規定に基づき、議長に申し

出ることとしてよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり） 

○早田順一委員長 異議なしと認め、そのよ

うにいたします。 

 そのほか何かございませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○早田順一委員長 なければ、本日の委員会

は、これで閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

  午前11時57分閉会 
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